
▼
募
集
人
員
＝
１
名　

▼
対
象
＝
歯
科
衛

生
士
の
資
格
が
あ
る
方　

▼
採
用
期
間
＝

４
月
１
日
～
平
成
26
年
３
月
31
日　

▼
勤

務
場
所
＝
田
原
市
役
所　

▼
勤
務
内
容
＝

歯
科
健
診
、
歯
科
健
康
教
育
、
歯
科
健
康

相
談
、
学
校
歯
科
保
健
活
動
支
援
、
保
育

園
・
幼
稚
園
歯
科
保
健
活
動
ほ
か　

▼
勤

務
形
態
＝
月
～
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分　

▼
報

酬
＝
月
額
20
万
円　

▼
選
考
方
法
＝
面
接

（
詳
細
は
後
日
通
知
）　

▼
申
し
込
み
＝
３

月
８
日
（
金
）
ま
で
に
健
康
課
に
あ
る
履

歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
資
格

証
明
書
を
添
え
て
提
出

▼
健
康
課

☎
23
局
３
５
１
５　

23
局
３
８
１
０

　

田
原
市
博
物
館
で
４
月
13
日
か
ら
５
月

26
日
ま
で
開
催
す
る
企
画
展
の
展
示
室
監

視
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
員
＝
５
名
程
度　

▼
対
象
＝
健

康
な
方　

▼
勤
務
内
容
＝
展
示
室
監
視

▼
勤
務
形
態
＝
午
前
９
時
～
午
後
１
時
と

午
後
１
時
～
５
時
の
交
替
勤
務　

▼
賃
金

＝
時
給
８
３
０
円　

▼
選
考
方
法
＝
応
募

者
多
数
の
場
合
は
、書
類
選
考
後
、面
接（
期

日
な
ど
詳
細
は
後
日
通
知
）　

▼
申
し
込
み

＝
３
月
８
日
（
金
）
ま
で
に
田
原
市
博
物

館
に
あ
る
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
開
館
時
間
内
に
提
出
（
郵
送
不
可
）

▼
田
原
市
博
物
館

☎
22
局
１
７
２
０　

23
局
３
７
７
０

　

い
ず
れ
も
１
区
画
20

㎡
（
５
ｍ
×
４
ｍ
）
の
広

さ
で
、
利
用
期
間
は
４

月
１
日
～
平
成
26
年
３

月
31
日
、
利
用
料
は
年
額

５
０
０
０
円
で
す
。
申
し
込
み
多
数
の
場

合
は
抽
選
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

▪
サ
ン
テ
フ
ァ
ー
ム

▼
場
所
＝
田
原
市
野
田
町
芦
ヶ
池
地
内　

▼
区
画
数
＝
90
区
画　

▼
申
し
込
み
＝
サ

ン
テ
パ
ル
ク
に
あ
る
利
用
許
可
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
提
出　

▼
受
付

期
間
＝
２
月
18
日（
月
）～
３
月
１
日（
金
）

／
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

▼
サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら

☎
25
局
１
２
３
４　

25
局
１
２
３
５

▪
田
原
市
民
ふ
れ
あ
い
農
園

▼
場
所
＝
田
原
市
田
原
町
北
荒
井
地
内

▼
区
画
数
＝
50
区
画　

▼
申
し
込
み
＝

農
政
課
ま
た
は
営
農
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ

る
利
用
許
可
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
提
出　

▼
受
付
期
間
＝
２
月
18
日

（
月
）
～
３
月
１
日（
金
）／
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

▼
営
農
支
援
セ
ン
タ
ー
（
赤
羽
根
市
民
セ

ン
タ
ー
）

☎
45
局
３
１
１
４　

45
局
３
４
１
９

「
サ
ン
テ
フ
ァ
ー
ム
」
お
よ
び

「
ふ
れ
あ
い
農
園
」
利
用
者

田
原
市
歯
科
保
健
業
務
嘱
託
員

田
原
市
博
物
館
企
画
展
監
視
員

◉田原市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について
募集期間 ▼２月20日水～３月21日木
　市民の生活や産業活動などから排出される二酸化炭素削
減のため、総合的かつ計画的な施策である田原市地球温暖
化対策実行計画（区域施策編）を策定します。

担当課 ▼エコエネ推進課 ☎23局7401　 23局0180
　　　　 　ekoene@city.tahara.aichi.jp

▪意見提出方法
❶公表場所へ持参　❷郵便　❸ＦＡＸ　❹Eメール
住所・氏名・電話番号を明記のうえ、意見を提出してくださ
い。（個々の意見には直接回答いたしません。）

▪計画案の公表場所
市役所エコエネ推進課、赤羽根市民センター、渥美支所地域
課、市役所情報広場、中央図書館、市ホームページ
　 http://www.city.tahara.aichi.jp/

パブリックコメント手続制度に基づき、
以下の案件について意見を募集します。パブリックコメント　意見募集！

平成 25年 ２月15日   　  　　　　　　　　│ 10 │


